
　愛媛県は住民基本台帳ネットワークに関する事務における特定個人情報
ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかね
ないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を派生させるリスク
を軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利
の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

・住民基本台帳ネットワークにおいて、愛媛県は、住民基本台帳法（昭和42年７月25日法律第81号
（以下「住基法」という。））に基づき、市町から住民の本人確認情報及び附票本人確認情報に関する
通知を受け、愛媛県サーバに都道府県知事保存本人確認情報として保有し、附票愛媛県サーバに
都道府県知事保存附票本人確認情報として保有する。都道府県知事保存本人確認情報は、４情報
（「氏名・住所・生年月日・性別」をいう。以下同じ。）、個人番号、住民票コード及びこれらの変更情報
に、また都道府県知事保存附票本人確認情報は、４情報、住民票コード及びこれらの変更情報に限
定される。
・住基ネットは専用回線を使用し、地方公共団体情報システム機構が管理するファイアウォールによ
り厳重な通信制御、IDSによる侵入検知、通信相手となるコンピュータとの相互認証、通信を行う際に
はデータの暗号化を行っているほか、汎用の通信プロトコル（SMTP、HTTP、FTP、Telnet等）は使用
せず、独自のアプリケーションを用いる等、厳格に外部からの侵入防止対策を講じている。また、内
部による不正利用を防止するため、操作者及びアクセス権限を限定し、システムの操作履歴を保存
する等の対策を講じているほか、システムの操作者には住基法に基づく守秘義務が課せられてい
る。
・全国の都道府県サーバ及び附票都道府県サーバは全都道府県分を１カ所（集約センター）に集約
し、その運用・監視を地方公共団体情報システム機構に委託する。

13
住民基本台帳ネットワークに関する事務　基礎項目評価
書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

  令和6年4月1日

愛媛県知事

 公表日

 評価実施機関名



 ２．特定個人情報ファイル名

(1)都道府県知事保存本人確認情報ファイル
(2)都道府県知事保存附票本人確認情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

住民基本台帳法（住基法）（昭和４２年７月２５日法律第８１号）
・第７条（住民票の記載事項）
・第１２条の５（住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報）
・第３０条の６（市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等）
・第３０条の７（都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等）
・第３０条の８（本人確認情報の誤りに関する機構の通報）
・第３０条の１１（通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供）
・第３０条の１５（本人確認情報の利用）
・第３０条の２２（市町村間の連絡調整等）
・第３０条の３２（自己の本人確認情報の開示）
・第３０条の３５（自己の本人確認情報の訂正）
・第３０条の４４の６第３項（都道府県知事保存附票本人確認情報（住民票コードに限る。）の利用）

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 住民基本台帳ネットワークに関する事務

 ②事務の概要

住民基本台帳ネットワークに関する事務は、「１.　本人確認情報の管理及び提供等に関する事務」及び
「２.　附票本人確認情報の管理及び提供等に関する事務」に分かれる。

１.　本人確認情報の管理及び提供等に関する事務
　愛媛県は、住民基本台帳法（以下「住基法」という。）に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図
り、全国共通の本人確認システム（住基ネット）を市町と共同して構築している。
　なお、住民基本台帳は、住基法に基づき作成されるものであり、市町村における住民の届出に関する
制度及びその住民たる地位を記録する各種の台帳に関する制度を一元化し、もって住民の利便を増進
するとともに行政の近代化に対処するため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行うものであり、市
町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他の住民に関する事務の処理の基
礎となるものである。
　具体的に愛媛県では、住基法の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。（別添１参照）

①磁気ディスクなどによる特定個人情報ファイルの管理
②市町からの本人確認情報に係る変更の通知に基づく特定個人情報ファイルの更新及び地方公共団
体情報システム機構（以下「機構」という。）への通知
③愛媛県知事から本人確認情報に係る愛媛県の他の執行機関への提供又は他部署への移転
④住民による請求に基づく当該個人の本人確認情報の開示並びに開示結果に基づく住民からの本人
確認情報の訂正、追加又は削除の申出に対する調査
⑤機構への本人確認情報の照会

２.　附票本人確認情報の管理及び提供等に関する事務
　愛媛県は、市町における市町ＣＳ、愛媛県における附票愛媛県サーバ及び機構における附票全国
サーバ等により構成される「附票連携システム」において、国外転出者に係る本人確認を行うための社
会的基盤としての役割を担うため、４情報（氏名、住所、生年月日、性別）、住民票コード及びこれらの変
更情報で構成される「都道府県知事保存附票本人確認情報ファイル」を作成し、戸籍の附票に関する
記録を正確に行う責務がある。そのため、附票本人確認情報の管理及び提供等に係る以下の事務を
実施する。なお、都道府県知事保存附票本人確認情報（以下条文に併せて記載する場合は、「都道府
県知事保存附票本人確認情報」とし、それ以外の記載は、「附票本人確認情報」とする。）には、個人番
号は含まれない。

①磁気ディスクなどによる特定個人情報ファイルの管理
②市町からの附票本人確認情報に係る変更の通知に基づく特定個人情報ファイルの更新及び機構へ
の通知
③愛媛県知事から附票本人確認情報に係る愛媛県の他の執行機関への提供又は他部署への移転
④住民による請求に基づく当該個人の附票本人確認情報の開示並びに開示結果に基づく住民からの
附票本人確認情報の訂正、追加又は削除の申出に対する調査
⑤機構への附票本人確認情報の照会

 ③システムの名称

(1)住民基本台帳ネットワークシステム
(2)附票連携システム
※後述の「２．特定個人情報ファイル名」に示す「都道府県知事保存本人確認情報ファイル」及び「都道
府県知事保存附票本人確認情報ファイル」は、住民基本台帳ネットワークシステムの構成要素のうち、
愛媛県サーバ及び附票愛媛県サーバにおいて管理がなされているため、以降は、住民基本台帳ネット
ワークシステムの内の愛媛県サーバ及び附票連携システムの内の附票愛媛県サーバ部分について記
載する。



 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

－

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 総務部行財政推進局市町振興課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施しない ]
1) 実施する
2) 実施しない

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠 －



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和6年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個
人情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 令和6年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]
＜選択肢＞

30万人以上 ]
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 連絡先 愛媛県総務部行財政推進局市町振興課行政係（089-912-2211）

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先

【本庁総合窓口】
企画振興部政策企画局広報広聴課
〒790-8570　愛媛県松山市一番町４丁目４番地２　089-912-2244

【地方機関総合窓口】
四国中央土木事務所用地管理課
〒799-0404　愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号　0896-24-4455

東予地方局総務県民課
〒793-0042　愛媛県西条市喜多川796の1　0897-56-1300

東予地方局農業振興課（西条第二庁舎）
〒791-0508　愛媛県西条市丹原町池田1611　0898-68-7322

東予地方局今治支局総務県民室
〒794-8502　愛媛県今治市旭町1丁目4の9　0898-23-2500

中予地方局総務県民課
〒790-8502　愛媛県松山市北持田町132　089-941-1111

久万高原土木事務所用地管理課
〒791-1201　愛媛県上浮穴郡久万高原町久万571の1　0892-21-1210

大洲土木事務所事業管理課
〒795-8504　愛媛県大洲市田口甲425の1　0893-24-5121

南予地方局八幡浜支局総務県民室
〒796-0048　愛媛県八幡浜市北浜1丁目3番37号　0894-22-4111

西予土木事務所用地管理課
〒797-0015　愛媛県西予市宇和町卯之町5丁目175番地3　0894-62-1331

南予地方局総務県民課
〒798-8511　愛媛県宇和島市天神町7番1号　0895-22-5211

愛南土木事務所用地管理課
〒798-4194　愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420　0895-72-1145

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[ ○

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記
載されている。

基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



令和2年3月31日 Ⅱ　１　いつ時点の計数か 平成27年1月1日時点 令和1年10月1日時点 事後
特定個人情報保護評価に関
する規則第15条に基づく再実
施を行ったため。

令和2年3月31日 Ⅱ　２　いつ時点の計数か 平成27年1月1日時点 令和1年10月1日時点 事後
特定個人情報保護評価に関
する規則第15条に基づく再実
施を行ったため。

特定個人情報保護評価に関
する規則第14条に基づく見直
しを行ったため。

平成31年2月1日
【様式改正に伴う修正】
Ⅰ　５②所属長の役職

市町振興課長　井上　貴至 課長 事後
特定個人情報保護評価指針
の見直しにより様式が改訂さ
れたため。

令和2年3月31日 Ⅰ　３　法令上の根拠

住民基本台帳法（住基法）（昭和４２年７月２５日
法律第８１号）
（平成２５年５月３１日法律第２８号施行時点）
・第７条（住民票の記載事項）
・第１２条の５（住民基本台帳の脱漏等に関する
都道府県知事の通報）
・第３０条の６（市町村長から都道府県知事への
本人確認情報の通知等）
・第３０条の７（都道府県知事から機構への本人
確認情報の通知等）
・第３０条の８（本人確認情報の誤りに関する機
構の通報）
・第３０条の１１（通知都道府県以外の都道府県
の執行機関への本人確認情報の提供）
・第３０条の１５（本人確認情報の利用）

・第３０条の３２（自己の本人確認情報の開示）
・第３０条の３５（自己の本人確認情報の訂正）

住民基本台帳法（住基法）（昭和４２年７月２５日
法律第８１号）

・第７条（住民票の記載事項）
・第１２条の５（住民基本台帳の脱漏等に関する
都道府県知事の通報）
・第３０条の６（市町村長から都道府県知事への
本人確認情報の通知等）
・第３０条の７（都道府県知事から機構への本人
確認情報の通知等）
・第３０条の８（本人確認情報の誤りに関する機
構の通報）
・第３０条の１１（通知都道府県以外の都道府県
の執行機関への本人確認情報の提供）
・第３０条の１５（本人確認情報の利用）
・第３０条の２２（市町村間の連絡調整等）
・第３０条の３２（自己の本人確認情報の開示）
・第３０条の３５（自己の本人確認情報の訂正）

事後

・特定個人情報保護評価に関
する規則第15条に基づく再実
施を行ったため。
・番号法（平成25年法律第28
号）施行のため。
・システムの機能「本人確認情
報整合」の根拠して第30条の
22を追加

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年8月22日
Ⅰ　７　請求先　愛南土木事務
所用地管理課住所

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城3048 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420 事後

特定個人情報保護評価に関
する規則第14条に基づく見直
しを行ったため。

平成31年2月1日
Ⅰ　７　請求先　西予土木事務
所用地管理課住所

愛媛県西予市宇和町卯之町4丁目445 愛媛県西予市宇和町卯之町5丁目175番地3 事後

特定個人情報保護評価に関
する規則第14条に基づき見直
しを行ったため。

平成29年4月1日 Ⅰ　５②所属長 市町振興課長　萩原　啓 市町振興課長　井上　貴至 事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年4月1日 Ⅱ　２　いつ時点の計数か 令和1年10月1日時点 令和5年1月1日時点 事後
特定個人情報保護評価に関
する規則第14条に基づく見直
しを行ったため。

令和4年3月31日 Ⅰ　７　請求先

【地方機関総合窓口】
東予地方局産業振興課（西条第二庁舎）
〒791-0508　愛媛県西条市丹原町池田1611
0898-68-7322

大洲土木事務所事業管理課
〒795-8504　愛媛県大洲市東大洲174　0893-
24-5121

【地方機関総合窓口】
東予地方局農業振興課（西条第二庁舎）
〒791-0508　愛媛県西条市丹原町池田1611
0898-68-7322

大洲土木事務所事業管理課
〒795-8504　愛媛県大洲市田口甲425の1
0893-24-5121

事後
特定個人情報保護評価に関
する規則第14条に基づく見直
しを行ったため。

令和5年4月1日 Ⅱ　１　いつ時点の計数か 令和1年10月1日時点 令和5年1月1日時点 事後
特定個人情報保護評価に関
する規則第14条に基づく見直
しを行ったため。

令和2年3月31日 Ⅰ　７　請求先

【本庁総合窓口】
企画振興部管理局広報広聴課
〒790-8570　愛媛県松山市一番町４丁目４番
地２　089-912-2244

【地方機関総合窓口】
四国中央土木事務所用地管理課
〒799-0404　愛媛県四国中央市三島宮川4丁
目6番53号　0896-24-4455

西予土木事務所事業管理課
〒797-0015　愛媛県西予市宇和町卯之町5丁
目175番地3　0894-62-1331

【本庁総合窓口】
企画振興部政策企画局広報広聴課
〒790-8570　愛媛県松山市一番町４丁目４番
地２　089-912-2244

【地方機関総合窓口】
四国中央土木事務所用地管理課
〒799-0404　愛媛県四国中央市三島宮川4丁
目6番55号　0896-24-4455

西予土木事務所用地管理課
〒797-0015　愛媛県西予市宇和町卯之町5丁
目175番地3　0894-62-1331

事後
特定個人情報保護評価に関
する規則第15条に基づく再実
施を行ったため。

令和3年3月31日 Ⅰ　７　請求先

【地方機関総合窓口】
大洲土木事務所事業管理課
〒795-8504　愛媛県大洲市田口甲425の1
0893-24-5121

【地方機関総合窓口】
大洲土木事務所事業管理課
〒795-8504　愛媛県大洲市東大洲174　0893-
24-5121

事後
特定個人情報保護評価に関
する規則第14条に基づく見直
しを行ったため。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年12月1日

表紙
個人のプライバシー等の権利
利益の保護の宣言

　愛媛県は住民基本台帳ネットワークに係る本
人確認情報の管理及び提供等に関する事務に
おける特定個人情報ファイルの取扱いが個人
のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしか
ねないことを認識し、特定個人情報の漏洩その
他の事務を派生させるリスクを軽減させるため
に適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー
等の権利の保護に取り組んでいることを宣言す
る。

　愛媛県は住民基本台帳ネットワークに関する
事務における特定個人情報ファイルの取扱い
が個人のプライバシー等の権利利益に影響を
及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の
漏えいその他の事態を派生させるリスクを軽減
させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利の保護に取り組んでいる
ことを宣言する。

事前

「情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の
利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情
報通信の技術の利用に関す
る法律等の一部を改正する法
律」の施行及び住民基本台帳
法の一部改正に伴う変更。

令和5年12月1日
表紙
評価書名

住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人
確認情報の管理及び提供等に関する事務　基
礎項目評価書

住民基本台帳ネットワークに関する事務　基礎
項目評価書

事前

「情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の
利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情
報通信の技術の利用に関す
る法律等の一部を改正する法
律」の施行及び住民基本台帳
法の一部改正に伴う変更。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年12月1日

Ⅰ　関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
①事務の名称

住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報
の管理及び提供等に関する事務

住民基本台帳ネットワークに関する事務 事前

「情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の
利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情
報通信の技術の利用に関す
る法律等の一部を改正する法
律」の施行及び住民基本台帳
法の一部改正に伴う変更。

令和5年12月1日
表紙
特記事項

・住民基本台帳ネットワークにおいて、都道府県
は、住民基本台帳法（昭和42年７月25日法律第
81号（以下「住基法」という。））に基づき、市町
村から住民の本人確認情報に関する通知を受
け、都道府県サーバに都道府県知事保存本人
確認情報として保有する。都道府県知事保存本
人確認情報は、４情報（「氏名・住所・生年月日・
性別」をいう。以下同じ。）、個人番号、住民票
コード及びこれらの変更情報に限定される。
・住基ネットは専用回線を使用し、指定情報処
理機関（地方公共団体情報システム機構）が管
理するファイアウォールにより厳重な通信制御、
IDSによる侵入検知、通信相手となるコンピュー
タとの相互認証、通信を行う際にはデータの暗
号化を行っているほか、汎用の通信プロトコル
（SMTP、HTTP、FTP、Telnet等）は使用せず、
独自のアプリケーションを用いる等、厳格に外
部からの侵入防止対策を講じている。また、内
部による不正利用を防止するため、操作者及び
アクセス権限を限定し、システムの操作履歴を
保存する等の対策を講じているほか、システム
の操作者には住基法に基づく守秘義務が課せ
られている。
・都道府県サーバは全都道府県分を１カ所（集
約センター）に集約し、その運用・監視を地方公
共団体情報システム機構に委託している。

・住民基本台帳ネットワークにおいて、愛媛県
は、住民基本台帳法（昭和42年７月25日法律第
81号（以下「住基法」という。））に基づき、市町
から住民の本人確認情報及び附票本人確認情
報に関する通知を受け、愛媛県サーバに都道
府県知事保存本人確認情報として保有し、附票
愛媛県サーバに都道府県知事保存附票本人確
認情報として保有する。都道府県知事保存本人
確認情報は、４情報（「氏名・住所・生年月日・性
別」をいう。以下同じ。）、個人番号、住民票コー
ド及びこれらの変更情報に、また都道府県知事
保存附票本人確認情報は、４情報、住民票コー
ド及びこれらの変更情報に限定される。
・住基ネットは専用回線を使用し、地方公共団
体情報システム機構が管理するファイアウォー
ルにより厳重な通信制御、IDSによる侵入検知、
通信相手となるコンピュータとの相互認証、通信
を行う際にはデータの暗号化を行っているほ
か、汎用の通信プロトコル（SMTP、HTTP、
FTP、Telnet等）は使用せず、独自のアプリケー
ションを用いる等、厳格に外部からの侵入防止
対策を講じている。また、内部による不正利用を
防止するため、操作者及びアクセス権限を限定
し、システムの操作履歴を保存する等の対策を
講じているほか、システムの操作者には住基法
に基づく守秘義務が課せられている。
・全国の都道府県サーバ及び附票都道府県
サーバは全都道府県分を１カ所（集約センター）
に集約し、その運用・監視を地方公共団体情報
システム機構に委託する。

事前

「情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の
利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情
報通信の技術の利用に関す
る法律等の一部を改正する法
律」の施行及び住民基本台帳
法の一部改正に伴う変更。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年12月1日

Ⅰ　関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

　都道府県は、住民基本台帳法（以下「住基法」
という。）に基づいて住民基本台帳のネットワー
ク化を図り、全国共通の本人確認システム（住
基ネット）を市町村と共同して構築している。
　なお、住民基本台帳は、住基法に基づき作成
されるものであり、市町村における住民の届出
に関する制度及びその住民たる地位を記録す
る各種の台帳に関する制度を一元化し、もって
住民の利便を増進するとともに行政の近代化に
対処するため、住民に関する記録を正確かつ統
一的に行うものであり、市町村において、住民
の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その
他の住民に関する事務の処理の基礎となるも
のである。
　具体的に都道府県では、住基法の規定に従
い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。
①磁気ディスクによる特定個人情報ファイルの
管理
②市町からの本人確認情報に係る変更の通知
に基づく特定個人情報ファイルの更新及び地方
公共団体情報システム機構（以下「機構」とい
う。）への通知
③愛媛県知事から本人確認情報に係る愛媛県
の他の執行機関への提供又は他部署への移転
④住民による請求に基づく当該個人の本人確
認情報の開示並びに開示結果に基づく住民か
らの本人確認情報の訂正、追加又は削除の申
出に対する調査
⑤機構への本人確認情報の照会

住民基本台帳ネットワークに関する事務は、「１.
本人確認情報の管理及び提供等に関する事
務」及び「２.　附票本人確認情報の管理及び提
供等に関する事務」に分かれる。
１.　本人確認情報の管理及び提供等に関する
事務
　愛媛県は、住民基本台帳法（以下「住基法」と
いう。）に基づいて住民基本台帳のネットワーク
化を図り、全国共通の本人確認システム（住基
ネット）を市町と共同して構築している。
　なお、住民基本台帳は、住基法に基づき作成
されるものであり、市町村における住民の届出
に関する制度及びその住民たる地位を記録す
る各種の台帳に関する制度を一元化し、もって
住民の利便を増進するとともに行政の近代化に
対処するため、住民に関する記録を正確かつ統
一的に行うものであり、市町村において、住民
の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その
他の住民に関する事務の処理の基礎となるも
のである。
　具体的に愛媛県では、住基法の規定に従い、
特定個人情報を以下の事務で取り扱う。（別添
１参照）
①磁気ディスクなどによる特定個人情報ファイ
ルの管理
②市町からの本人確認情報に係る変更の通知
に基づく特定個人情報ファイルの更新及び地方
公共団体情報システム機構（以下「機構」とい
う。）への通知
③愛媛県知事から本人確認情報に係る愛媛県
の他の執行機関への提供又は他部署への移転
④住民による請求に基づく当該個人の本人確
認情報の開示並びに開示結果に基づく住民か
らの本人確認情報の訂正、追加又は削除の申
出に対する調査
⑤機構への本人確認情報の照会

事前

「情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の
利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情
報通信の技術の利用に関す
る法律等の一部を改正する法
律」の施行及び住民基本台帳
法の一部改正に伴う変更。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年12月1日

Ⅰ　関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

－

２.　附票本人確認情報の管理及び提供等に関
する事務
　愛媛県は、市町における市町ＣＳ、愛媛県に
おける附票愛媛県サーバ及び機構における附
票全国サーバ等により構成される「附票連携シ
ステム」において、国外転出者に係る本人確認
を行うための社会的基盤としての役割を担うた
め、４情報（氏名、住所、生年月日、性別）、住民
票コード及びこれらの変更情報で構成される
「都道府県知事保存附票本人確認情報ファイ
ル」を作成し、戸籍の附票に関する記録を正確
に行う責務がある。そのため、附票本人確認情
報の管理及び提供等に係る以下の事務を実施
する。なお、都道府県知事保存附票本人確認情
報（以下条文に併せて記載する場合は、「都道
府県知事保存附票本人確認情報」とし、それ以
外の記載は、「附票本人確認情報」とする。）に
は、個人番号は含まれない。

①磁気ディスクなどによる特定個人情報ファイ
ルの管理
②市町からの附票本人確認情報に係る変更の
通知に基づく特定個人情報ファイルの更新及び
機構への通知
③愛媛県知事から附票本人確認情報に係る愛
媛県の他の執行機関への提供又は他部署への
移転
④住民による請求に基づく当該個人の附票本
人確認情報の開示並びに開示結果に基づく住
民からの附票本人確認情報の訂正、追加又は
削除の申出に対する調査
⑤機構への附票本人確認情報の照会

事前

「情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の
利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情
報通信の技術の利用に関す
る法律等の一部を改正する法
律」の施行及び住民基本台帳
法の一部改正に伴う変更。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年12月1日
Ⅰ　関連情報
2．特定個人情報ファイル名

都道府県知事保存本人確認情報ファイル
(1)都道府県知事保存本人確認情報ファイル
(2)都道府県知事保存附票本人確認情報ファイ
ル

事前

「情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の
利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情
報通信の技術の利用に関す
る法律等の一部を改正する法
律」の施行及び住民基本台帳
法の一部改正に伴う変更。

令和5年12月1日

Ⅰ　関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
③システムの名称

住民基本台帳ネットワークシステム
※後述の「２．特定個人情報ファイル名」に示す
「都道府県知事保存本人確認情報ファイル」
は、住民基本台帳ネットワークシステムの構成
要素のうち、都道府県サーバにおいて管理がな
されているため、以降は、住民基本台帳ネット
ワークシステムの内の都道府県サーバ部分に
ついて記載する。

(1)住民基本台帳ネットワークシステム
(2)附票連携システム
※後述の「２．特定個人情報ファイル名」に示す
「都道府県知事保存本人確認情報ファイル」及
び「都道府県知事保存附票本人確認情報ファイ
ル」は、住民基本台帳ネットワークシステムの構
成要素のうち、愛媛県サーバ及び附票愛媛県
サーバにおいて管理がなされているため、以降
は、住民基本台帳ネットワークシステムの内の
愛媛県サーバ及び附票連携システムの内の附
票愛媛県サーバ部分について記載する。

事前

「情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の
利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情
報通信の技術の利用に関す
る法律等の一部を改正する法
律」の施行及び住民基本台帳
法の一部改正に伴う変更。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年4月1日 Ⅱ　２　いつ時点の計数か 令和５年1月1日時点 令和６年1月1日時点 事後
特定個人情報保護評価に関
する規則第14条に基づく見直

令和6年4月1日 Ⅱ　２　いつ時点の計数か 令和５年1月1日時点 令和６年1月1日時点 事後
特定個人情報保護評価に関
する規則第15条に基づく再実

令和6年4月1日

Ⅰ　関連情報
５．評価実施機関における担
当部署

総務部総務管理局市町振興課 総務部行財政推進局市町振興課 事後 組織改正による変更

令和6年4月1日

Ⅰ　関連情報
８．特定個人情報ファイルの取
扱いに関する問合せ
連絡先

愛媛県総務部総務管理局市町振興課行政係
（089-912-2211）

愛媛県総務部行財政推進局市町振興課行政係
（089-912-2211）

事後 組織改正による変更

令和5年12月1日

Ⅰ　関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

住民基本台帳法（住基法）（昭和４２年７月２５日
法律第８１号）
・第７条（住民票の記載事項）
・第１２条の５（住民基本台帳の脱漏等に関する
都道府県知事の通報）
・第３０条の６（市町村長から都道府県知事への
本人確認情報の通知等）
・第３０条の７（都道府県知事から機構への本人
確認情報の通知等）
・第３０条の８（本人確認情報の誤りに関する機
構の通報）
・第３０条の１１（通知都道府県以外の都道府県
の執行機関への本人確認情報の提供）
・第３０条の１５（本人確認情報の利用）
・第３０条の２２（市町村間の連絡調整等）
・第３０条の３２（自己の本人確認情報の開示）
・第３０条の３５（自己の本人確認情報の訂正）

住民基本台帳法（住基法）（昭和４２年７月２５日
法律第８１号）
・第７条（住民票の記載事項）
・第１２条の５（住民基本台帳の脱漏等に関する
都道府県知事の通報）
・第３０条の６（市町村長から都道府県知事への
本人確認情報の通知等）
・第３０条の７（都道府県知事から機構への本人
確認情報の通知等）
・第３０条の８（本人確認情報の誤りに関する機
構の通報）
・第３０条の１１（通知都道府県以外の都道府県
の執行機関への本人確認情報の提供）
・第３０条の１５（本人確認情報の利用）
・第３０条の２２（市町村間の連絡調整等）
・第３０条の３２（自己の本人確認情報の開示）
・第３０条の３５（自己の本人確認情報の訂正）
・第３０条の４４の６第３項（都道府県知事保存
附票本人確認情報（住民票コードに限る。）の利
用）

事前

「情報通信技術の活用による
行政手続等に係る関係者の
利便性の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情
報通信の技術の利用に関す
る法律等の一部を改正する法
律」の施行及び住民基本台帳
法の一部改正に伴う変更。


